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第３章    教育・保育及び地域子ども・子育て

支援事業の量の見込みと確保方策 

（岡山市子ども・子育て支援事業計画 令和７年度から令和 11 年度まで） 

 

 

１ 教育・保育の量の見込みと確保方策 

（１）教育・保育に関する施設・事業 

〇 認可施設 

区分 施設・事業 概要 
施設数 

（R6.4.1現在） 

教育・保育

施設 

認定こども園 

幼稚園と保育所の機能や特長を併せ持ち、

就学前のこどもの教育と保育を一体的に

提供するほか、地域の子育ての支援を行う

施設 

70 

幼稚園 
小学校以降の生活や学習の基盤を培うた

めの教育を行う学校 
40 

保育所 

就労などのため家庭での保育が困難なこ

どもを、保護者に代わって保育を行う児童

福祉施設 

89 

地域型保育

事業※ 

小規模保育事業 

少人数（６～19人）を対象に、就労などの

ため家庭での保育が困難なこどもの保育

を行う事業 

28 

事業所内保育事業 
企業等が、従業員のこどもに加え、地域の

こどもを受け入れて保育を行う事業 
９ 

※地域型保育事業には、他に家庭的保育事業と居宅訪問型保育事業があるが岡山市では実施していません。 

 

〇 認可外保育施設等  

施設・事業 概要 
施設数 

（R6.4.1現在） 

企業主導型保育事業 

企業が従業員の働き方に応じた柔軟な保育サービス

を提供するために設置する保育施設や、地域の企業が

共同で設置・利用する保育施設で、国の助成を受けて

いる施設 

52 

特認登録保育施設 

認可外保育施設のうち保育従事者の２分の１の有資

格者を配置している等の基準を満たすことにより、本

市から補助金を交付している施設 

18 
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（２）教育・保育提供区域の設定 

教育・保育提供区域とは、「市町村子ども・子育て支援事業計画」の量の見込みと確保

方策を定める単位です。本市では、小学校区の組み合わせとして30区域を設定していま

す。 

 

区 
管轄福祉 

事務所 

教育・保育 

提供区域 

小学校区の 

組み合わせ 
区 

管轄福祉 

事務所 

教育・保育 

提供区域 

小学校区の 

組み合わせ 

北 北区中央 

中央１ 岡南 清輝 

北 北区北 

北１ 伊島 津島 

中央２ 御南 西 北２ 
野谷 馬屋上 

横井 

中央３ 吉備 陵南 北３ 
御津 五城 

御津南 

中央４ 大元 鹿田 北４ 
福渡 建部 

竹枝 

中央５ 
石井 三門 

大野 
北５ 

中山 平津 

桃丘 馬屋下 

中央６ 
岡山中央 

牧石 御野 
北６ 

足守 蛍明 

鯉山 加茂 

庄内 

中 中区 

中１ 三勲 宇野 

東 東区 

東１ 江西 千種 

中２ 高島 旭竜 東２ 
可知 古都 

芥子山 

中３ 旭東 平井 東３ 山南学園 

中４ 
竜之口 幡多 

財田 
東４ 

角山 城東台 

御休 浮田 

平島 

中５ 
富山 旭操 

操南 操明 
東５ 

開成 政田 

西大寺南 

西大寺 豊 

雄神 

南 南区西 

西１ 
妹尾 箕島 

福田 

南 南区南 

南１ 浦安 芳泉 

西２ 
曽根 興除 

東疇 
南２ 芳田 芳明 

西３ 

第一藤田 

第二藤田 

第三藤田 

南３ 平福 福浜 

西４ 
灘崎 七区 

彦崎 
南４ 

甲浦 小串 

福島 南輝 
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（３）教育・保育の量の見込みと提供体制の確保方策について 

① 「量の見込み」の算定に当たっての考え方 

ア 幼児教育（１号） 

推計人口とアンケート結果に基づく利用希望割合（21.5％）から算出しました。 

 

イ 保育（２号・３号） 

推計人口（岡山市住民基本台帳人口等から算出）と利用希望割合（進級による逓増

の割合の実績や年齢ごとの利用率の増加状況、アンケート結果に基づく利用希望割

合等を基に年齢ごとに算出）から算出しました。なお、０歳児は出生により年度末に

かけて増加することを勘案して推計しました。 

 

令和６年申込割合 令和12年利用希望割合 

０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 

23.4％ 64.6％ 68.0％ 67.2％ 66.8％ 65.1％ 22.2％ 75.3％ 78.1％ 78.1％ 76.5％ 75.0％ 

 

 

＜参考＞教育・保育給付認定区分  

認定区分 概要 利用対象施設・事業 

１号認定 
３－５歳児、教育の利用希望 

（保育の必要性なし） 
幼稚園、認定こども園 

２号認定 ３－５歳児、保育の必要性あり 保育所、認定こども園 

３号認定 ０－２歳児、保育の必要性あり 
保育所、認定こども園、 

地域型保育事業 

 

② 確保方策の考え方 

ア 幼児教育（１号） 

令和６年４月現在で利用定員が量の見込みを既に上回っているため、保育所から 

認定こども園への移行に伴う定員の設定以外は見込んでいません。 
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イ 保育（２号・３号） 

令和６年４月現在で、全体として量の見込みに対して受け皿数が確保されている

ため、提供区域等の需給バランスを見ながら以下のとおり定員設定を行います。 

・１、２歳児の定員については、市立認定こども園及び民間移管による私立認定こ

ども園の整備（以下、「認定こども園の整備」という。）時に加え、毎年度の申込

状況を見ながら需要の高い提供区域における市立既存園において定員確保に努め

ます。 

・既存の市立幼稚園及び保育所から認定こども園を整備する際に保育定員が増える

場合は、全体の受け皿数が過剰になることから、可能な範囲で市立園の定員の見

直しを行います。 

 

受け皿数に不足が生じる提供区域では、提供区域を越えて定員の調整を行います。 

 

 

（４）幼児教育・保育の一体的提供の確保等について 

① 認定こども園の普及等についての基本的な考え方 

認定こども園は幼稚園及び保育所の機能を併せ持ち、「教育」「保育」「子育て支

援」を総合的に提供することができるとともに、保護者の就労状況及びその変化等

によらず柔軟にこどもを受け入れることができる施設であることから、本市では、

公立私立に関わらず、認定こども園への移行を進めています。 

また、将来にわたり、安定的に良質な就学前教育・保育を提供していくため、官民

の役割を考慮しつつ、重度障害児や困難な家庭環境にあるこどもの受け入れなど、

セーフティネットの役割を果たす市立幼保連携型認定こども園を中学校区（36）ご

とに１園ずつ整備するとともに、その他の市立園は民営化や廃止を含めて検討しま

す。 

さらに、利用児童の安全確保等のため、施設の耐震化及び老朽化対策等を計画す

る私立認可保育所等を支援します。 

 

 

 

② 幼児教育・保育等の質の確保及び向上について 

・幼稚園教諭や保育士等の資質向上のための支援 

全てのこどもが健やかに育つためには、教育・保育に携わる幼稚園教諭や保育

士等の資質向上が不可欠です。 

そのため、多様な保育ニーズ、地域の子育て支援や今日的な課題などに対応で

きるよう研修の充実を図り、研修機会の確保ができる体制を整えることで、幼児

教育・保育の質の確保・向上を図ります。 

また、公立私立や施設類型を超えた合同研修・公開保育等により、専門性や知

識の向上を図るとともに、情報共有を行います。 

 

・幼稚園・保育所・認定こども園と小学校等との円滑な接続の推進 

乳幼児期の発達や学びは連続しており、幼児教育・保育を通して育まれた資質・
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能力は小学校以降の生活や学習の基盤となることから、幼稚園教諭・保育士等と

小学校教員との連携研修の実施や相互の保育・授業公開等により、幼稚園・保育

所・認定こども園と小学校等との円滑な接続の推進を図ります。 

  

・障害児等への支援・配慮 

障害のあるこども等が教育・保育を利用できるように、保育ニーズ等について

状況把握を行いながら、障害児保育に係る保育士等の配置や医療的ケアが必要な

こどもの受入れのための看護師の配置等により、提供体制の確保を図ります。 

また、障害児保育・特別支援教育等の研修や外部の専門家による巡回訪問・指

導等を通じて、障害のあるこどもや外国籍等のこどもなどへの教育・保育の質の

向上に努めるとともに、一人ひとりのこどもの実態に配慮しながら教育・保育を

進めます。 

 

 

（５）子育てのための施設等利用給付の円滑な実施について 

子育てのための施設等利用給付の実施に当たっては、保護者の経済的負担の軽減や利

便性等を勘案し、公正かつ適正な給付方法で実施します。 
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（６）各年度における教育・保育の量の見込みと提供体制の確保 

 

 

 

 

 

  

＜
岡

山
市

全
体

の
集

計
＞

0
歳

1
歳

2
歳

0
歳

1
歳

2
歳

0
歳

1
歳

2
歳

0
歳

1
歳

2
歳

0
歳

1
歳

2
歳

1
,8

2
2

3
,2

3
9

3
,3

0
0

3
,1

6
2

1
,7

7
5

3
,2

6
1

3
,4

2
6

3
,0

4
9

1
,7

4
0

3
,2

8
7

3
,4

4
3

1
,7

0
2

3
,3

3
0

3
,4

6
5

2
,9

2
9

1
,6

6
7

3
,3

6
7

3
,5

0
5

7
,7

0
6

2
,0

4
6

3
,4

1
4

3
,8

4
4

7
,6

7
8

2
,0

3
9

3
,3

9
8

3
,8

3
3

7
,4

9
7

2
,0

4
2

3
,3

8
9

3
,8

1
6

7
,2

4
2

2
,0

0
4

3
,4

3
1

3
,8

2
2

7
,0

5
9

1
,9

6
9

3
,4

7
1

3
,8

2
2

4
,4

1
3

2
2

4
1
7

5
5

4
4

4
,5

1
6

2
6

4
1
3

7
4

0
7

4
,4

4
8

3
0

2
1
0

2
3

7
3

4
,2

9
0

3
0

2
1
0

1
3

5
7

4
,1

3
0

3
0

2
1
0

4
3

1
7

3
6

.5
%

6
1
.0

%
7

1
.2

%
3

7
.0

%
6

1
.8

%
7

0
.0

%
3

7
.5

%
6

2
.7

%
7

1
.0

%
3

7
.1

%
6

4
.3

%
7

2
.4

%
3

6
.8

%
6

6
.1

%
7

3
.2

%

①
量

の
見

込
み

は
児

童
の

居
住

地
を

基
に

算
出

し
、
②

確
保

方
策

は
施

設
所

在
地

を
基

に
算

出
し

て
い

る
。
不

足
が

生
じ

る
提

供
区

域
で

は
、
提

供
区

域
を

越
え

て
定

員
の

調
整

を
行

う
。

※
保

育
利

用
率

：
満

３
歳

未
満

の
子

ど
も

の
数

全
体

に
占

め
る

、
認

定
こ

ど
も

園
、
保

育
所

及
び

地
域

型
保

育
事

業
の

３
号

認
定

子
ど

も
の

各
年

齢
区

分
ご

と
の

利
用

定
員

数
の

割
合

＜
管

轄
の

福
祉

事
務

所
ご

と
の

集
計

＞

0
歳

1
歳

2
歳

0
歳

1
歳

2
歳

0
歳

1
歳

2
歳

0
歳

1
歳

2
歳

0
歳

1
歳

2
歳

①
量

の
見

込
み

(
人

)
9

2
1

6
0

4
1
,0

1
5

1
,0

3
6

9
0

2
5

9
5

1
,0

4
0

1
,0

5
1

8
7

8
5

9
1

1
,0

6
0

1
,0

7
4

8
7

3
5

8
2

1
,0

9
1

1
,0

9
1

5
7

8
1
,1

0
9

1
,1

2
3

②
確

保
方

策
2

,3
0

1
7

5
4

1
,1

7
2

1
,2

8
4

2
,2

5
8

7
4

9
1
,1

6
8

1
,2

8
5

2
,2

5
8

7
4

9
1
,1

6
5

1
,2

8
2

2
,0

7
8

7
3

5
1
,1

8
6

1
,2

8
9

2
,0

7
8

7
2

7
1
,1

9
5

1
,2

8
8

過
不

足
（②

－
①

）
1
,3

8
0

1
5

0
1
5

7
2

4
8

1
,3

5
6

1
5

4
1
2

8
2

3
4

1
,3

8
0

1
5

8
1
0

5
2

0
8

1
,2

0
5

1
5

3
9

5
1
9

8
1
,2

1
0

1
4

9
8

6
1
6

5

①
量

の
見

込
み

(
人

)
4

6
0

1
9

7
3

7
9

4
0

9
4

3
5

1
9

1
3

7
7

4
2

7
4

2
3

1
8

5
3

7
6

4
2

1
3

9
3

1
7

5
3

7
6

4
1
9

3
8

6
1
7

0
3

7
2

4
1
8

②
確

保
方

策
1
,2

7
4

2
5

4
4

2
9

4
9

2
1
,2

7
4

2
5

3
4

2
5

4
8

8
1
,2

7
4

2
5

3
4

2
1

4
8

2
1
,2

1
4

2
4

4
4

2
0

4
8

1
1
,2

1
4

2
4

1
4

1
9

4
7

9

過
不

足
（②

－
①

）
8

1
4

5
7

5
0

8
3

8
3

9
6

2
4

8
6

1
8

5
1

6
8

4
5

6
1

8
2

1
6

9
4

4
6

2
8

2
8

7
1

4
7

6
1

①
量

の
見

込
み

(
人

)
7

4
9

4
0

4
7

2
1

7
0

0
7

1
2

3
9

1
7

2
6

7
6

0
6

8
3

3
8

3
7

2
8

7
6

6
6

5
7

3
7

4
7

3
8

7
7

1
6

6
1

3
6

4
7

4
3

7
7

9

②
確

保
方

策
1
,7

7
9

3
5

3
5

8
7

6
7

3
1
,7

7
9

3
5

2
5

8
6

6
7

2
1
,6

8
9

3
5

2
5

8
6

6
7

3
1
,6

5
9

3
5

0
5

9
8

6
7

6
1
,6

5
9

3
4

6
6

1
1

6
7

5

過
不

足
（②

－
①

）
1
,0

3
0

△
 5

1
△

 1
3

4
△

 2
7

1
,0

6
7

△
 3

9
△

 1
4

0
△

 8
8

1
,0

0
6

△
 3

1
△

 1
4

2
△

 9
3

1
,0

0
2

△
 2

4
△

 1
4

0
△

 9
5

9
9

8
△

 1
8

△
 1

3
2

△
 1

0
4

①
量

の
見

込
み

(
人

)
3

9
5

1
9

0
3

6
1

3
7

4
1
8

3
3

5
5

3
8

7
1
7

7
3

5
5

3
8

2
3

4
7

1
7

4
3

5
4

3
8

0
3

4
0

1
6

6
3

5
8

3
7

9

②
確

保
方

策
8

1
7

2
2

1
3

9
5

4
5

2
8

1
7

2
2

1
3

9
4

4
5

2
8

1
7

2
2

1
3

9
4

4
5

1
8

1
7

2
1
4

3
9

8
4

5
1

6
8

7
2

0
6

3
9

9
4

5
2

過
不

足
（②

－
①

）
4

2
2

3
1

3
4

7
8

4
4

3
3

8
3

9
6

5
4

5
9

4
4

3
9

6
9

4
7

0
4

0
4

4
7

1
3

4
7

4
0

4
1

7
3

①
量

の
見

込
み

(
人

)
3

0
2

1
3

9
2

6
3

2
7

4
2

8
3

1
3

3
2

6
0

2
8

8
2

6
4

1
3

0
2

5
8

2
8

3
2

5
4

1
2

5
2

5
5

2
8

1
2

5
2

1
2

0
2

5
7

2
7

7

②
確

保
方

策
5

4
0

1
2

2
2

4
2

3
3

8
5

4
0

1
2

2
2

3
8

3
3

3
5

4
0

1
2

2
2

3
6

3
2

7
5

5
5

1
1
8

2
3

8
3

2
4

5
5

5
1
1
1

2
4

6
3

2
3

過
不

足
（②

－
①

）
2

3
8

△
 1

7
△

 2
1

6
4

2
5

7
△

 1
1

△
 2

2
4

5
2

7
6

△
 8

△
 2

2
4

4
3

0
1

△
 7

△
 1

7
4

3
3

0
3

△
 9

△
 1

1
4

6

①
量

の
見

込
み

(
人

)
4

6
6

2
8

8
5

0
0

5
0

7
4

5
6

2
8

2
5

0
3

5
1
3

4
4

3
2

7
4

5
1
0

5
1
7

4
2

8
2

7
2

5
1
6

5
2

3
4

2
2

2
6

9
5

2
8

5
2

9

②
確

保
方

策
9

9
5

3
4

2
5

8
9

6
0

5
1
,0

1
0

3
4

2
5

8
7

6
0

3
9

1
9

3
4

5
5

8
7

6
0

1
9

1
9

3
4

3
5

9
1

6
0

1
8

6
6

3
3

8
6

0
1

6
0

5

過
不

足
（②

－
①

）
5

2
9

5
4

8
9

9
8

5
5

4
6

0
8

4
9

0
4

7
6

7
1

7
7

8
4

4
9

1
7

1
7

5
7

8
4

4
4

6
9

7
3

7
6

①
量

の
見

込
み

は
児

童
の

居
住

地
を

基
に

算
出

し
、
②

確
保

方
策

は
施

設
所

在
地

を
基

に
算

出
し

て
い

る
。
不

足
が

生
じ

る
提

供
区

域
で

は
、
提

供
区

域
を

越
え

て
定

員
の

調
整

を
行

う
。

（
各

年
度

：
翌

年
４

月
１
日

現
在

）

【
福

祉
区

】
令

和
７

年
度

（
2

0
2

5
年

度
）

令
和

8
年

度
（2

0
2

6
年

度
）

令
和

９
年

度
（2

0
2

7
年

度
）

令
和

1
0

年
度

（
2

0
2

8
年

度
）

令
和

1
1
年

度
（
2

0
2

9
年

度
）

３
号

１
 北

区
中

央

3
,0

2
6

3
,0

4
4

３
号

１
号

2
号

３
号

１
号

2
号

１
号

2
号

３
号

１
号

2
号

3
,0

2
2

3
,0

6
4

8
6

8
3

,0
8

8

３
号

１
号

2
号

3
,9

4
5

3
,9

4
1

3
,9

3
3

3
,9

6
7

3
,9

5
7

9
1
9

8
9

7
9

1
1

9
0

3
8

6
9

1
,3

7
7

２
 北

区
北

1
,5

1
0

1
,4

7
3

1
,4

5
8

1
,3

7
8

1
,5

5
0

1
,5

3
1

1
,5

1
6

1
,4

8
9

1
,4

7
8

4
0

5
8

5
8

1
1
1

1
0

1

2
,3

5
0

2
,2

9
6

2
,3

4
4

３
 中

区

2
,4

6
3

2
,3

8
8

2
,2

2
4

2
,2

2
1

2
,2

2
0

2
,2

3
1

2
,2

2
7

△
 2

3
9

△
 1

6
7

△
 1

3
0

△
 6

5
△

 1
1
7

1
,2

6
4

3
5

8
1
,2

4
1

1
,2

1
5

1
,2

0
9

４
 東

区

1
,2

9
5

3
7

4

1
,5

2
8

1
,5

2
6

1
,5

2
5

1
,5

2
3

1
,5

2
9

2
3

3
2

6
2

2
8

4
3

0
8

3
2

0

9
2

3
9

0
4

9
0

6

５
 南

区
西

1
,0

0
3

9
6

3

1
,2

0
9

1
,1

8
4

1
,1

6
9

1
,1

5
4

1
,1

4
1

2
0

6
2

2
1

2
4

6
2

5
0

2
3

5

1
,5

2
2

1
,5

0
1

1
,4

9
9

６
 南

区
南

1
,5

3
3

1
,5

3
8

１
号

2
号

３
号

１
号

1
,8

8
7

3
3

0
3

1
7

3
5

2
3

7
2

3
8

8

1
,8

6
3

1
,8

5
5

1
,8

7
4

1
,8

7
3

1
0

,8
3

0
1
0

,6
7

0
1
0

,5
1
6

2
,9

5
2

1
0

,3
5

8
1
0

,4
2

3

2
号

３
号

１
号

2
号

３
号

①
量

の
見

込
み

(人
)

3
,2

9
3

令
和

1
1
年

度
（
2

0
2

9
年

度
）

１
号

2
号

３
号

１
号

2
号

３
号

【
岡

山
市

全
域

】

令
和

７
年

度
（
2

0
2

5
年

度
）

令
和

8
年

度
（2

0
2

6
年

度
）

令
和

９
年

度
（2

0
2

7
年

度
）

令
和

1
0

年
度

（
2

0
2

8
年

度
）

保
育

利
用

率
（
※

）

（
各

年
度

：
翌

年
４

月
１
日

現
在

）

1
2

,2
1
9

過
不

足
（②

－
①

）
1
,4

8
9

1
,5

8
8

1
,7

2
1

1
,8

7
9

1
,7

9
6

②
確

保
方

策
1
2

,3
1
9

1
2

,2
5

8
1
2

,2
3

7
1
2

,2
3

7



     

111 

 
 

 
 

第
２
部 

  

 
 

第
３
章 

  

 

 

 

 

  

＜
提

供
区

域
ご

と
の

集
計

＞

0
歳

1
歳

2
歳

0
歳

1
歳

2
歳

0
歳

1
歳

2
歳

0
歳

1
歳

2
歳

0
歳

1
歳

2
歳

5
8

8
5

7
7

5
8

8
7

8
0

5
6

8
8

8
2

5
4

8
9

8
3

5
4

9
0

8
5

2
3

0
6

4
9

9
1
0

5
2

3
0

6
3

9
9

1
0

4
2

3
0

6
3

9
8

1
0

3
2

3
0

5
8

9
6

1
0

2
2

3
0

5
6

9
6

1
0

2

1
7

0
6

1
4

2
8

1
7

3
5

1
2

2
4

1
7

6
7

1
0

2
1

1
7

6
4

7
1
9

1
7

6
2

6
1

7

①
量

の
見

込
み

(人
)

1
9

8
1
4

6
2

4
1

2
2

7
1
9

0
1
4

3
2

4
6

2
4

0
1
8

7
1

4
2

2
4

9
2

4
4

1
8

5
1
3

9
2

5
7

2
4

6
1

8
5

1
3

8
2

5
8

2
5

2

4
8

5
1
8

7
2

5
4

2
6

0
4

8
5

1
8

7
2

5
4

2
6

0
4

8
5

1
8

7
2

5
4

2
6

0
4

8
5

1
8

7
2

5
8

2
6

0
4

8
5

1
8

6
2

5
8

2
6

0

2
8

7
4

1
1
3

3
3

2
9

5
4

4
8

2
0

2
9

8
4

5
5

1
6

3
0

0
4

8
1

1
4

3
0

0
4

8
0

8

①
量

の
見

込
み

(人
)

1
0

9
1

8
6

1
9

6
1
0

7
1
8

7
1

9
5

1
0

6
1
9

0
1
9

7
1
0

4
1
9

3
1
9

9
1
0

2
1

9
7

2
0

3

5
1
1

9
4

1
7

2
1
8

8
5

1
1

9
4

1
7

2
1

8
8

5
1
1

9
4

1
7

2
1
8

8
3

3
1

9
6

1
8

2
1
9

8
3

3
1

9
6

1
8

7
1
9

8

3
3

0
△

 1
5

△
 1

4
△

 8
3

3
3

△
 1

3
△

 1
5

△
 7

3
4

0
△

 1
2

△
 1

8
△

 9
1

6
1

△
 8

△
 1

1
△

 1
1

6
5

△
 6

△
 1

0
△

 5

①
量

の
見

込
み

(人
)

1
2

8
2

2
3

2
3

0
1
2

6
2

3
0

2
3

7
1

2
5

2
3

5
2

4
3

1
2

3
2

4
3

2
4

7
1
2

2
2

4
5

2
5

5

2
5

5
1

1
2

2
0

6
2

3
3

2
5

5
1
1

2
2

0
6

2
3

3
2

5
5

1
1
2

2
0

6
2

3
3

2
5

5
1
1
0

2
1
1

2
3

3
2

5
5

1
0

8
2

1
6

2
3

3

4
6

△
 1

6
△

 1
7

3
5

1
△

 1
4

△
 2

4
△

 4
6

0
△

 1
3

△
 2

9
△

 1
0

5
8

△
 1

3
△

 3
2

△
 1

4
5

8
△

 1
4

△
 2

9
△

 2
2

①
量

の
見

込
み

(人
)

1
2

3
8

4
1

4
2

1
5

7
1
2

8
8

5
1
4

8
1

5
0

1
2

7
8

7
1
5

6
1
5

7
1
2

9
8

8
1
6

4
1
6

4
1

2
9

8
9

1
7

1
1
7

3

2
3

0
1
3

7
1

9
5

2
0

8
2

3
0

1
3

5
1
9

5
2

0
7

2
3

0
1

3
5

1
9

3
2

0
5

2
3

0
1
3

1
1
9

3
2

0
3

2
3

0
1

3
1

1
9

2
2

0
2

1
0

7
5

3
5

3
5

1
1
0

2
5

0
4

7
5

7
1
0

3
4

8
3

7
4

8
1

0
1

4
3

2
9

3
9

1
0

1
4

2
2

1
2

9

①
量

の
見

込
み

(人
)

1
5

0
7

9
1

3
8

1
4

9
1
4

5
7

6
1
4

2
1

4
9

1
4

4
7

5
1
4

2
1
5

1
1
3

8
7

4
1
4

5
1
5

2
1

3
7

7
3

1
4

8
1
5

5

5
9

0
1
6

0
2

4
6

2
9

0
5

4
7

1
5

8
2

4
2

2
9

3
5

4
7

1
5

8
2

4
2

2
9

3
5

4
7

1
5

3
2

4
6

2
9

3
5

4
7

1
5

0
2

4
6

2
9

3

4
4

0
8

1
1

0
8

1
4

1
4

0
2

8
2

1
0

0
1

4
4

4
0

3
8

3
1
0

0
1
4

2
4

0
9

7
9

1
0

1
1

4
1

4
1
0

7
7

9
8

1
3

8

①
量

の
見

込
み

は
児

童
の

居
住

地
を

基
に

算
出

し
、
②

確
保

方
策

は
施

設
所

在
地

を
基

に
算

出
し

て
い

る
。
不

足
が

生
じ

る
提

供
区

域
で

は
、
提

供
区

域
を

越
え

て
定

員
の

調
整

を
行

う
。

0
歳

1
歳

2
歳

0
歳

1
歳

2
歳

0
歳

1
歳

2
歳

0
歳

1
歳

2
歳

0
歳

1
歳

2
歳

①
量

の
見

込
み

(人
)

1
0

7
4

1
7

8
7

8
9

8
3

9
7

8
9

0
9

4
3

7
7

5
8

7
8

6
3

5
7

4
8

5
8

6
3

5
7

4
8

4

6
4

0
5

1
9

5
1
1
2

6
4

0
5

1
9

5
1
1
2

6
4

0
5

1
9

5
1
1

2
6

4
0

4
9

9
5

1
1
0

6
4

0
4

9
9

5
1
1
0

5
3

3
1
0

1
7

3
4

5
4

2
1
2

1
7

2
2

5
4

6
1
4

2
0

2
5

5
5

4
1

4
2

1
2

5
5

5
4

1
4

2
1

2
6

①
量

の
見

込
み

(人
)

3
4

6
5

6
9

7
1

3
3

6
4

6
9

6
8

3
2

6
4

6
8

6
3

3
0

6
4

6
7

6
0

2
9

6
2

6
7

1
4

7
5

2
6

8
7

2
1
4

7
5

2
6

8
7

2
1
4

7
5

2
6

6
7

0
8

7
5

0
6

6
7

1
8

7
5

0
6

6
7

1

6
9

1
8

3
3

7
6

1
9

4
3

7
9

2
0

2
2

2
4

2
0

2
4

2
7

2
1

4
4

①
量

の
見

込
み

(人
)

1
6

2
9

3
2

2
7

1
6

2
8

3
1

2
7

1
5

2
9

2
9

2
5

1
4

2
8

3
0

2
4

1
3

2
8

2
9

7
0

1
9

3
2

4
2

7
0

1
9

2
9

4
0

7
0

1
9

2
9

3
7

7
0

1
8

2
8

3
7

7
0

1
8

2
8

3
6

4
2

3
3

1
0

4
3

3
1

9
4

3
4

0
8

4
5

4
0

7
4

6
5

0
7

①
量

の
見

込
み

(人
)

9
5

9
1

0
9

5
9

1
0

9
5

9
1
0

9
4

1
0

1
1

4
9

1
1

2
5

5
1
5

1
8

2
5

5
1
5

1
7

2
5

5
1

4
1
7

2
5

5
1
4

1
7

2
5

5
1
4

1
7

1
6

0
6

8
1
6

0
6

7
1

6
0

5
7

1
6

1
4

6
1
6

1
5

6

①
量

の
見

込
み

(人
)

1
3

0
5

6
1

0
9

1
3

2
1
3

0
5

5
1
0

8
1

2
4

1
3

0
5

4
1
1
0

1
2

4
1
2

0
5

2
1

1
1

1
2

4
1
1
5

5
0

1
1
1

1
2

6

1
8

7
7

4
1

2
7

1
4

6
1
8

7
7

3
1
2

7
1

4
6

1
8

7
7

3
1
2

6
1
4

5
1
8

7
7

0
1
2

6
1
4

4
1

8
7

7
0

1
2

5
1
4

3

5
7

1
8

1
8

1
4

5
7

1
8

1
9

2
2

5
7

1
9

1
6

2
1

6
7

1
8

1
5

2
0

7
2

2
0

1
4

1
7

①
量

の
見

込
み

(人
)

1
0

8
4

5
8

9
8

8
4

3
9

0
1

0
3

9
5

4
2

8
9

1
0

3
4

0
8

9
1
0

2
9

2
3

9
8

8
1
0

1

2
0

5
5

3
9

2
1
0

2
2

0
5

5
3

9
1

1
0

1
2

0
5

5
3

9
1

1
0

1
2

0
5

5
2

9
1

1
0

2
2

0
5

4
9

9
1

1
0

2

9
7

8
3

1
4

1
0

5
1
0

1
△

 2
1
1
0

1
1

2
△

 2
1

1
5

1
2

2
0

1
1
3

1
0

3
1

①
量

の
見

込
み

は
児

童
の

居
住

地
を

基
に

算
出

し
、
②

確
保

方
策

は
施

設
所

在
地

を
基

に
算

出
し

て
い

る
。
不

足
が

生
じ

る
提

供
区

域
で

は
、
提

供
区

域
を

越
え

て
定

員
の

調
整

を
行

う
。

（各
年

度
：翌

年
４

月
１
日

現
在

）

１
　

北
区

中
央

２
　

北
区

北

1
9

1

令
和

７
年

度
（2

0
2

5
年

度
）

令
和

8
年

度
（
2

0
2

6
年

度
）

令
和

９
年

度
（2

0
2

7
年

度
）

令
和

1
0

年
度

（2
0

2
8

年
度

）
令

和
1
1
年

度
（2

0
2

9
年

度
）

②
確

保
方

策

2
号

2
号

2
号

2
号

2
号

②
確

保
方

策

②
確

保
方

策

②
確

保
方

策

１
号

３
号

１
号

３
号

１
号

３
号

１
号

３
号

１
号

３
号

1
9

3
5

4
1
8

9
5

4
1
9

5
5

7
1
9

3
5

4

3
7

3
3

6
9

3
6

6
3

6
3

3
6

0

過
不

足
（②

－
①

）
1
7

8
1
7

6
1
7

3

6
4

8
6

5
8

6
4

2
6

4
3

1
7

4
1
6

9

【中
央

２
】

御
南

・西

6
5

1

【
中

央
１
】

岡
南

・
清

輝

①
量

の
見

込
み

(人
)

6
0

6
9

3

過
不

足
（②

－
①

）
4

2
5

1

6
9

3
6

9
3

6
9

3
6

9
3

5
9

2
5

8
7

1
7

0
5

9
4

1
6

6
5

9
7

1
7

8
6

0
1

1
7

1

5
0

4
5

3
5

5
5

6
5

5
6

5
5

6
5

9
9

5
9

9

過
不

足
（②

－
①

）
△

 4
1

△
 4

5
△

 3
1

1
9

7
6

9
2

1
9

7
7

0
4

2
0

4
6

8
9

1
9

5
6

6
9

5
7

【中
央

４
】

大
元

・
鹿

田

2
0

9
6

8
8

【中
央

３
】

吉
備

・
陵

南

1
8

1

7
3

0

過
不

足
（②

－
①

）
4

2
4

1
6

1
3

8
2

6

7
3

0
7

3
0

7
3

0
7

3
0

4
5

8
4

3
7

4
5

7
4

0
4

4
3

0

6
9

2
6

8
4

6
7

9
6

7
3

6
6

6

過
不

足
（②

－
①

）
2

8
8

2
5

4
2

4
2

4
8

4
4

8
5

4
8

9
4

9
3

2
1
6

2
0

8

【中
央

６
】

岡
山

中
央

・牧
石

・御
野

4
9

1

【中
央

５
】

石
井

・
三

門
・

大
野

②
確

保
方

策
9

0
9

過
不

足
（②

－
①

）
4

1
0

4
2

0
4

1
6

4
2

5
4

2
4

9
0

1
9

0
9

9
0

9
9

0
9

（各
年

度
：翌

年
４

月
１
日

現
在

）

令
和

７
年

度
（2

0
2

5
年

度
）

令
和

8
年

度
（
2

0
2

6
年

度
）

令
和

９
年

度
（2

0
2

7
年

度
）

令
和

1
0

年
度

（2
0

2
8

年
度

）
令

和
1
1
年

度
（2

0
2

9
年

度
）

１
号

３
号

１
号

３
号

１
号

３
号

１
号

３
号

１
号

３
号

2
号

2
号

2
号

2
号

2
号

3
0

6
3

2
2

2
9

9
3

5
0

3
2

9

2
1
0

2
1
0

2
1
0

2
1
0

2
1
0

過
不

足
（②

－
①

）
△

 1
4

0
△

 1
1
9

△
 1

1
2

②
確

保
方

策

2
1
9

2
1
5

2
4

0
2

3
6

△
 8

9
△

 9
6

【
北

２
】

野
谷

・
馬

屋
上

・横
井

7
8

2
5

3

【北
１
】

伊
島

・
津

島

②
確

保
方

策
2

1
9

過
不

足
（②

－
①

）
△

 2
3

△
 1

7
△

 1
4

0
4

2
3

0
2

2
3

2
2

2
2

1
9

8
5

9
2

8
7

9
2

9
2

1
5

1
1
4

5
1
3

7
1
3

1
1
2

5

過
不

足
（②

－
①

）
5

9
5

3
4

5

②
確

保
方

策

3
3

9
3

3
3

3
3

2

4
4

4
0

【
北

４
】

福
渡

・
建

部
・

竹
枝

3
1

【
北

３
】

御
津

・
五

城
・

御
津

南

2
8

②
確

保
方

策
6

0

過
不

足
（②

－
①

）
4

5
4

2
4

2
2

8
2

7

7
6

7
5

7
4

6
1

4
1
0

4
4

8
4

2
4

4
2

8
4

4
1

5
6

3
5

6
0

5
5

7
5

5
4

5
5

1

過
不

足
（②

－
①

）
1
3

5
1
1

9
1
0

9

②
確

保
方

策

9
0

3
1
6

3
2

8
1
0

0
3

3
8

3
2

8

1
3

0
1

4
1

【
北

６
】

足
守

・
蛍

明
・

鯉
山

・
加

茂
・

庄
内

3
5

6

【
北

５
】

中
山

・
平

津
・

桃
丘

②
確

保
方

策
3

1
3

過
不

足
（②

－
①

）
△

 3
6

△
 2

0
△

 1
2

△
 2

△
 1

5

3
2

0
3

1
8

3
1
6

3
1
4

②
確

保
方

策



     

112 

 
 

 
 

第
２
部 

 
 

 

第
３
章 

 
 

 

 

 

 

  

0
歳

1
歳

2
歳

0
歳

1
歳

2
歳

0
歳

1
歳

2
歳

0
歳

1
歳

2
歳

0
歳

1
歳

2
歳

①
量

の
見

込
み

(
人

)
7

9
1
4

0
1

5
5

1
4

4
7

6
1
4

1
1
4

8
1
3

7
7

4
1
4

2
1

4
9

1
3

5
7

2
1

4
3

1
5

0
1
3

0
7

0
1
4

2
1
5

0

5
1

0
5

0
9

6
1

2
0

5
1

0
4

9
9

5
1
1

9
5

1
0

4
9

9
5

1
1
8

5
1

0
4

8
9

9
1
1
7

5
1
0

4
8

1
0

0
1
1

6

3
6

5
△

 2
9

△
 4

4
△

 3
5

3
6

6
△

 2
7

△
 4

6
△

 2
9

3
7

3
△

 2
5

△
 4

7
△

 3
1

3
7

5
△

 2
4

△
 4

4
△

 3
3

3
8

0
△

 2
2

△
 4

2
△

 3
4

①
量

の
見

込
み

(
人

)
1
2

1
6

3
1

1
4

9
4

1
1
2

6
1

1
1
3

1
2

2
1
0

5
6

0
1

1
3

1
2

1
1
0

1
5

9
1
1
5

1
2

1
1
0

6
5

7
1
1
7

1
2

3

2
7

5
7

9
1
2

5
1

4
5

2
7

5
7

9
1
2

5
1
4

5
2

7
5

7
9

1
2

5
1

4
5

2
7

5
7

6
1

2
7

1
4

5
2

7
5

7
3

1
2

7
1
4

5

1
5

4
1
6

1
1

5
1

1
6

3
1
8

1
2

2
3

1
7

0
1
9

1
2

2
4

1
7

4
1
7

1
2

2
4

1
6

9
1
6

1
0

2
2

①
量

の
見

込
み

(
人

)
8

5
5

4
9

1
8

9
8

1
5

3
9

1
9

3
7

9
5

3
9

2
9

3
7

7
5

2
9

5
9

4
5

1
9

6
9

6

3
0

5
4

8
6

6
7

5
3

0
5

4
8

6
6

7
5

2
1
5

4
8

6
6

7
7

2
1

5
4

8
6

8
7

7
2

1
5

4
7

7
3

7
7

2
2

0
△

 6
△

 2
5

△
 1

4
2

2
4

△
 5

△
 2

5
△

 1
8

1
3

6
△

 5
△

 2
6

△
 1

6
1
3

8
△

 4
△

 2
7

△
 1

7
1
3

8
△

 4
△

 2
3

△
 1

9

①
量

の
見

込
み

(
人

)
1
7

7
1
0

8
1
8

6
1

7
8

1
6

9
1

0
5

1
9

1
1
9

3
1
6

6
1
0

3
1
9

2
1

9
8

1
6

2
1

0
1

1
9

5
1
9

8
1
6

4
9

9
1
9

7
2

0
1

3
0

4
9

2
1
6

3
1

8
6

3
0

4
9

2
1
6

3
1
8

6
3

0
4

9
2

1
6

3
1

8
6

3
0

4
9

2
1

6
3

1
8

6
3

0
4

9
2

1
6

9
1
8

6

1
2

7
△

 1
6

△
 2

3
8

1
3

5
△

 1
3

△
 2

8
△

 7
1
3

8
△

 1
1

△
 2

9
△

 1
2

1
4

2
△

 9
△

 3
2

△
 1

2
1
4

0
△

 7
△

 2
8

△
 1

5

①
量

の
見

込
み

(
人

)
2

2
1

1
0

0
1
9

0
1

8
4

2
0

6
9

6
1
9

0
2

0
4

1
9

6
9

3
1
8

9
2

0
5

1
8

2
9

0
1

9
0

2
0

8
1
8

4
8

7
1
9

1
2

0
9

3
8

5
8

4
1
3

7
1

4
7

3
8

5
8

4
1
3

7
1
4

7
3

8
5

8
4

1
3

7
1

4
7

3
5

5
8

6
1
4

1
1
5

1
3

5
5

8
6

1
4

2
1
5

1

1
6

4
△

 1
6

△
 5

3
△

 3
7

1
7

9
△

 1
2

△
 5

3
△

 5
7

1
8

9
△

 9
△

 5
2

△
 5

8
1
7

3
△

 4
△

 4
9

△
 5

7
1
7

1
△

 1
△

 4
9

△
 5

8

①
量

の
見

込
み

は
児

童
の

居
住

地
を

基
に

算
出

し
、
②

確
保

方
策

は
施

設
所

在
地

を
基

に
算

出
し

て
い

る
。
不

足
が

生
じ

る
提

供
区

域
で

は
、
提

供
区

域
を

越
え

て
定

員
の

調
整

を
行

う
。

0
歳

1
歳

2
歳

0
歳

1
歳

2
歳

0
歳

1
歳

2
歳

0
歳

1
歳

2
歳

0
歳

1
歳

2
歳

①
量

の
見

込
み

(
人

)
7

3
3

9
7

2
6

3
3

7
7

2
7

6
6

4
3

6
7

2
7

6
6

2
3

7
7

2
7

6
6

4
3

5
7

3
7

6

1
1
5

4
6

7
3

9
0

1
1
5

4
6

7
3

9
0

1
1
5

4
6

7
3

9
0

1
1
5

4
2

7
6

9
0

1
1

5
3

9
7

6
9

0

4
2

7
1

2
7

4
8

9
1

1
4

5
1

1
0

1
1
4

5
3

5
4

1
4

5
1

4
3

1
4

①
量

の
見

込
み

(
人

)
1
2

7
6

2
1

1
7

1
2

6
6

0
1
1
4

1
2

6
1

1
8

5
8

1
1
4

1
2

4
1
1
3

5
6

1
1
4

1
2

4
1
0

9
5

4
1
1
5

1
2

4

3
0

5
7

9
1
2

4
1

4
2

3
0

5
7

9
1
2

4
1
4

2
3

0
5

7
9

1
2

4
1

4
2

3
0

5
7

9
1

2
4

1
4

2
1
7

5
8

0
1
2

5
1
4

4

1
7

8
1
7

7
1
6

1
7

9
1
9

1
0

1
6

1
8

7
2

1
1
0

1
8

1
9

2
2

3
1
0

1
8

6
6

2
6

1
0

2
0

①
量

の
見

込
み

(
人

)
2

0
6

1
4

1
6

6
1

3
1
6

1
6

6
1
4

1
5

1
6

6
1
3

1
5

1
6

5
1

4
1
5

8
0

6
2

0
2

3
8

0
6

1
9

2
3

8
0

6
1
9

2
2

8
0

6
1
8

2
2

8
0

5
1

8
2

1

6
0

0
6

7
6

4
0

6
7

6
4

0
5

7
6

4
0

5
7

6
4

0
4

6

①
量

の
見

込
み

(
人

)
5

4
2

6
4

8
5

4
5

2
2

6
4

8
5

1
5

1
2

5
4

8
5

1
4

9
2

4
4

9
5

1
4

7
2

4
5

0
5

1

9
7

2
6

5
6

6
5

9
7

2
6

5
6

6
5

9
7

2
6

5
6

6
5

9
7

2
6

5
6

6
5

9
7

2
6

5
6

6
5

4
3

0
8

1
1

4
5

0
8

1
4

4
6

1
8

1
4

4
8

2
7

1
4

5
0

2
6

1
4

①
量

の
見

込
み

(
人

)
1
2

1
5

7
1

1
0

1
1
5

1
1
3

5
4

1
0

8
1
1

8
1
0

9
5

2
1
0

7
1
1
6

5
1

1
0

6
1
1
4

1
0

4
4

8
1
0

6
1
1

3

2
2

0
6

4
1
2

2
1

3
2

2
2

0
6

4
1
2

2
1
3

2
2

2
0

6
4

1
2

2
1

3
2

2
2

0
6

1
1

2
4

1
3

2
2

2
0

5
6

1
2

4
1
3

2

9
9

7
1
2

1
7

1
0

7
1
0

1
4

1
4

1
1
1

1
2

1
5

1
6

1
1
3

1
0

1
8

1
8

1
1

6
8

1
8

1
9

①
量

の
見

込
み

は
児

童
の

居
住

地
を

基
に

算
出

し
、
②

確
保

方
策

は
施

設
所

在
地

を
基

に
算

出
し

て
い

る
。
不

足
が

生
じ

る
提

供
区

域
で

は
、
提

供
区

域
を

越
え

て
定

員
の

調
整

を
行

う
。

３
　

中
区

４
　

東
区

（各
年

度
：翌

年
４

月
１
日

現
在

）

令
和

７
年

度
（
2

0
2

5
年

度
）

令
和

8
年

度
（2

0
2

6
年

度
）

令
和

９
年

度
（2

0
2

7
年

度
）

令
和

1
0

年
度

（
2

0
2

8
年

度
）

令
和

1
1
年

度
（2

0
2

9
年

度
）

１
号

３
号

１
号

３
号

１
号

３
号

１
号

３
号

１
号

３
号

2
号

2
号

2
号

2
号

2
号

4
5

9
4

7
4

4
7

3
4

7
7

4
8

3

3
6

7
3

6
4

3
6

0
3

5
6

3
5

2

過
不

足
（②

－
①

）
△

 1
1
0

△
 1

1
9

△
 1

1
4

②
確

保
方

策

3
5

4
3

7
7

3
7

5
3

6
4

△
 1

1
7

△
 1

0
7

【中
２

】
高

島
・旭

竜

3
9

8

【
中

１
】

三
勲

・宇
野

1
4

5

②
確

保
方

策
4

9
8

過
不

足
（②

－
①

）
1
0

0
1

2
3

1
3

4
1

4
4

1
2

1

4
9

8
4

9
8

4
9

8
4

9
8

2
7

2
2

6
9

2
7

0
7

7
2

8
0

2
6

9

2
7

1
2

7
1

2
7

4
2

7
4

2
7

4

過
不

足
（②

－
①

）
△

 9
2

5

②
確

保
方

策

5
6

8
5

8
2

5
6

9
5

6
9

4
2

【中
４

】
竜

之
口

・幡
多

・財
田

5
8

4

【中
３

】
旭

東
・平

井

②
確

保
方

策

【中
５

】
旭

操
・操

南
・

操
明

・
富

山

5
6

0

過
不

足
（②

－
①

）
△

 2
4

△
 9

△
 9

△
 8

△
 2

2

5
6

0
5

6
0

5
6

0
5

6
0

②
確

保
方

策

6
5

4
6

7
4

6
3

1
7

2
4

6
9

2

△
 8

8
△

 1
1
1

5
2

8
5

2
8

5
2

8
5

4
3

5
4

3

過
不

足
（②

－
①

）
△

 1
9

6
△

 1
6

4
△

 1
4

6

（各
年

度
：翌

年
４

月
１
日

現
在

）

令
和

７
年

度
（
2

0
2

5
年

度
）

令
和

8
年

度
（2

0
2

6
年

度
）

令
和

９
年

度
（2

0
2

7
年

度
）

令
和

1
0

年
度

（
2

0
2

8
年

度
）

令
和

1
1
年

度
（2

0
2

9
年

度
）

１
号

３
号

１
号

３
号

１
号

３
号

１
号

３
号

１
号

３
号

2
号

2
号

2
号

2
号

2
号

2
2

9
2

2
1

2
1
9

2
3

9
6

7
2

2
4

3
9

4
3

8
9

1
2

6
4

2
5

②
確

保
方

策

7
3

6
3

【東
２

】
可

知
・芥

子
山

・古
都

4
1

9

2
9

2
2

9
2

2
9

2
2

9
2

2
9

2

過
不

足
（②

－
①

）
5

3
6

8
7

1

【
東

１
】

江
西

・千
種

②
確

保
方

策

5
5

5
4

9
2

過
不

足
（②

－
①

）

4
1
2

4
4

2
4

4
2

4
4

2
4

4
2

4
5

0

1
7

2
1

7
2

1
7

6
1

7
5

3
5

4
1

4
1

3
9

3
8

9
9

6
1

【東
３

】
大

宮
・太

伯
・

幸
島

・
朝

日

6
4

1
6

過
不

足
（②

－
①

）
2

3
1
7

3
0

4
8

②
確

保
方

策
9

7
9

6
9

4

7
9

8
3

5
6

5
5

1
6

8

②
確

保
方

策

1
0

7
3

7
5

3
6

9
3

8
4

3
8

1

【東
４

】
角

山
・
城

東
台

・御
休

・浮
田

・平
島

②
確

保
方

策

2
5

1
2

5
1

2
5

1
2

5
1

2
5

1

過
不

足
（②

－
①

）
7

5
7

6
7

9

4
7

6
0

6
3

6
9

7
5

4
4

4
4

4
4

4
4

4
4

4
4

【東
５

】
開

成
・政

田
・

西
大

寺
南

・西
大

寺
・豊

・雄
神

3
9

7

過
不

足
（②

－
①

）

4
4

4



     

113 

 
 

 
 

第
２
部 

  

 
 

第
３
章 

  

 

 

 

 

 

  

0
歳

1
歳

2
歳

0
歳

1
歳

2
歳

0
歳

1
歳

2
歳

0
歳

1
歳

2
歳

0
歳

1
歳

2
歳

①
量

の
見

込
み

(人
)

1
3

6
6

6
1

2
5

1
3

1
1
2

8
6

4
1
2

3
1
3

5
1

2
3

6
3

1
2

5
1
3

3
6

1
1

2
6

1
3

4
1
1

8
5

9
1
2

7
1
3

6

3
1
5

5
2

8
7

1
0

6
3

1
5

5
2

8
7

1
0

6
3

1
5

5
2

8
7

1
0

6
3

1
5

5
2

9
0

1
0

6
3

1
5

5
0

9
2

1
0

6

1
7

9
△

 1
4

△
 3

8
△

 2
5

1
8

7
△

 1
2

△
 3

6
△

 2
9

1
9

2
△

 1
1

△
 3

8
△

 2
7

1
9

7
△

 9
△

 3
6

△
 2

8
1
9

7
△

 9
△

 3
5

△
 3

0

①
量

の
見

込
み

(人
)

5
6

2
4

4
6

4
8

5
0

2
2

4
5

5
2

4
6

2
1

4
2

4
9

2
0

4
0

4
7

4
4

1
9

4
0

4
5

4
0

1
7

5
5

7
2

4
0

1
7

5
4

7
0

4
0

1
7

5
2

6
7

5
5

2
0

5
1

6
5

5
5

1
9

5
1

6
5

△
 1

6
△

 7
9

2
4

△
 1

0
△

 5
9

1
8

△
 6

△
 4

1
0

1
8

9
0

1
1

1
8

1
1

0
1
1

2
0

①
量

の
見

込
み

(人
)

2
3

4
4

4
4

2
2

4
4

5
1

2
2

4
4

5
1

2
1

4
3

5
0

2
0

4
4

4
8

5
0

1
3

4
1

5
2

5
0

1
3

4
0

5
2

5
0

1
3

4
0

5
1

5
0

1
3

4
0

5
0

5
0

1
2

4
6

4
9

△
 6

△
 1

0
△

 3
8

△
 2

△
 9

△
 4

1
2

△
 9

△
 4

0
5

△
 8

△
 3

0
5

△
 8

2
1

①
量

の
見

込
み

(人
)

5
4

2
6

4
8

5
1

5
3

2
5

4
8

5
0

4
7

2
4

4
7

5
0

4
5

2
3

4
6

5
0

4
5

2
2

4
6

4
8

1
3

5
4

0
5

9
1
0

8
1
3

5
4

0
5

7
1
0

5
1

3
5

4
0

5
7

1
0

3
1
3

5
3

3
5

7
1
0

3
1
3

5
3

0
5

7
1
0

3

8
1

1
4

1
1

5
7

8
2

1
5

9
5

5
8

8
1
6

1
0

5
3

9
0

1
0

1
1

5
3

9
0

8
1
1

5
5

①
量

の
見

込
み

は
児

童
の

居
住

地
を

基
に

算
出

し
、
②

確
保

方
策

は
施

設
所

在
地

を
基

に
算

出
し

て
い

る
。
不

足
が

生
じ

る
提

供
区

域
で

は
、
提

供
区

域
を

越
え

て
定

員
の

調
整

を
行

う
。

0
歳

1
歳

2
歳

0
歳

1
歳

2
歳

0
歳

1
歳

2
歳

0
歳

1
歳

2
歳

0
歳

1
歳

2
歳

①
量

の
見

込
み

(人
)

1
6

0
8

3
1

5
0

1
5

9
1
5

6
8

3
1
5

1
1
6

5
1

5
3

8
1

1
5

4
1
6

6
1
4

8
8

1
1

5
7

1
6

9
1
4

8
8

1
1
6

3
1

7
1

2
7

0
1
0

6
1

5
4

1
7

3
2

7
0

1
0

6
1
5

4
1
7

3
2

7
0

1
0

6
1

5
4

1
7

3
2

7
0

1
0

6
1

5
6

1
7

3
2

7
0

1
0

4
1
5

6
1
7

3

1
1

0
2

3
4

1
4

1
1

4
2

3
3

8
1
1
7

2
5

0
7

1
2

2
2

5
△

 1
4

1
2

2
2

3
△

 7
2

①
量

の
見

込
み

(人
)

8
1

1
3

3
1
1
9

7
8

1
3

3
1
2

6
9

7
7

7
1

3
4

1
2

7
7

6
1

3
7

1
2

7
9

2
7

5
1
3

9
1
3

0

2
5

0
9

5
1

6
9

2
0

3
2

5
0

9
5

1
6

9
2

0
3

2
0

9
9

7
1

7
2

2
0

7
2

0
9

9
7

1
7

2
2

0
7

2
0

9
9

4
1
7

2
2

0
7

1
4

7
1
4

3
6

8
4

1
4

7
1

7
3

6
7

7
1
1
2

2
0

3
8

8
0

1
1

5
2

1
3

5
8

0
1
1

7
1

9
3

3
7

7

①
量

の
見

込
み

(人
)

8
2

1
4

0
1
3

2
1
1

2
8

1
1
4

1
1
3

5
1
1
3

7
7

1
4

5
1
3

6
1
0

8
7

7
1

4
4

1
3

9
1
0

8
7

6
1
4

8
1

4
1

1
6

5
4

9
7

5
9

0
1
6

5
4

9
7

5
9

0
1
1
5

5
0

7
2

8
4

1
1

5
5

0
7

4
8

4
6

2
5

3
8

4
8

9

4
6

△
 3

3
△

 6
5

△
 4

2
5

3
△

 3
2

△
 6

6
△

 4
5

2
△

 2
7

△
 7

3
△

 5
2

7
△

 2
7

△
 7

0
△

 5
5

△
 4

6
△

 2
3

△
 6

4
△

 5
2

①
量

の
見

込
み

(人
)

8
4

4
2

7
7

9
7

8
5

4
0

7
8

8
7

8
0

3
9

7
7

8
8

7
8

3
8

7
8

8
8

7
4

3
7

7
8

8
7

3
1
0

9
2

1
9

1
1
3

9
3

2
5

9
2

1
8

9
1
3

7
3

2
5

9
2

1
8

9
1
3

7
3

2
5

9
0

1
8

9
1
3

7
3

2
5

8
7

1
8

9
1
3

6

2
2

6
5

0
1
1
4

4
2

2
4

0
5

2
1

1
1

5
0

2
4

5
5

3
1
1
2

4
9

2
4

7
5

2
1
1
1

4
9

2
5

1
5

0
1

1
1

4
9

①
量

の
見

込
み

は
児

童
の

居
住

地
を

基
に

算
出

し
、
②

確
保

方
策

は
施

設
所

在
地

を
基

に
算

出
し

て
い

る
。
不

足
が

生
じ

る
提

供
区

域
で

は
、
提

供
区

域
を

越
え

て
定

員
の

調
整

を
行

う
。

５
　

南
区

西

６
　

南
区

南

１
号

３
号

2
号

2
号

2
号

2
号

2
号

令
和

７
年

度
（2

0
2

5
年

度
）

令
和

8
年

度
（2

0
2

6
年

度
）

令
和

９
年

度
（
2

0
2

7
年

度
）

令
和

1
0

年
度

（
2

0
2

8
年

度
）

令
和

1
1
年

度
（
2

0
2

9
年

度
）

（
各

年
度

：翌
年

４
月

１
日

現
在

）

4
1

8
4

2
4

1
1

8
4

1
9

4
4

8
4

3
1

１
号

３
号

１
号

３
号

１
号

３
号

１
号

３
号

過
不

足
（②

－
①

）
△

 6
8

△
 5

1
△

 4
4

②
確

保
方

策

4
6

1
6

4
1
6

1
1
7

3
1
7

2

△
 3

9
△

 3
8

【
西

２
】

曽
根

・
興

除
・

東
畦

1
8

9

【西
１
】

妹
尾

・
箕

島
・

福
田

②
確

保
方

策

3
8

0
3

8
0

3
8

0
3

8
0

3
8

0

過
不

足
（②

－
①

）
7

4
7

9
7

3
7

6
7

3

2
6

3
2

5
2

2
4

5
2

4
0

1
6

6
1
6

6
4

5
1

6
0

4
5

1
8

9
5

2
1
7

9
4

8

2
3

4

過
不

足
（②

－
①

）
3

6
3

4
4

4

②
確

保
方

策

1
6

1
1
6

1
1
8

0
1
6

1

4
7

3
9

【
西

４
】

灘
崎

・
彦

崎
・

七
区

1
7

7

【
西

３
】

第
１
藤

田
・

第
２

藤
田

・
第

３
藤

田

5
6

②
確

保
方

策

2
2

5
2

1
3

2
1

0
2

0
7

2
0

5

3
2

2
3

4
1

3
3

9
3

3
4

3
2

7

過
不

足
（②

－
①

）
1
6

4
1
5

9
1
7

3
1

6
6

1
6

1

１
号

３
号

2
号

2
号

2
号

2
号

2
号

令
和

７
年

度
（2

0
2

5
年

度
）

令
和

8
年

度
（2

0
2

6
年

度
）

令
和

９
年

度
（
2

0
2

7
年

度
）

令
和

1
0

年
度

（
2

0
2

8
年

度
）

令
和

1
1
年

度
（
2

0
2

9
年

度
）

（
各

年
度

：翌
年

４
月

１
日

現
在

）

5
2

5
5

2
8

5
2

0
5

2
8

5
2

8

１
号

３
号

１
号

３
号

１
号

３
号

１
号

３
号

過
不

足
（②

－
①

）
7

8
7

8
7

8

②
確

保
方

策

9
4

3
2

8
3

3
1

1
0

3
3

4
5

3
3

5

8
6

8
1

【
南

２
】

芳
田

・
芳

明

1
0

3
3

4
0

【南
１
】

浦
安

・
芳

泉

②
確

保
方

策

6
0

6
6

0
6

6
0

6
6

0
6

6
0

6

過
不

足
（②

－
①

）
1
2

4
1
1
9

1
4

1
1

4
8

1
4

5

4
6

4
4

6
4

4
7

6
4

7
6

3
8

3
3

8
5

3
8

0
3

9
0

3
7

8

4
7

6

過
不

足
（②

－
①

）
△

 1
5

4
△

 1
4

2
△

 1
4

1

②
確

保
方

策

2
7

3
2

6
0

2
8

7
2

7
4

△
 1

3
6

△
 1

2
4

【
南

４
】

甲
浦

・
小

串
・

福
島

・南
輝

2
7

5

【
南

３
】

平
福

・
福

浜

1
1

9

②
確

保
方

策

2
3

6
2

3
6

2
4

4
2

4
4

2
5

9

5
4

6
5

5
7

5
4

9
5

4
8

5
4

7

過
不

足
（②

－
①

）
2

8
2

2
6

2
2

7
4

2
7

4
2

8
6



     

114 

 
 

 
 

第
２
部 

 
 

 

第
３
章 

 
 

 

２ 地域子ども・子育て支援事業の量の見込みと確保方策 

保育が必要なこどもがいる家庭だけでなく、全ての子育て家庭を対象に地域のニーズ

に応じた多様な子ども・子育て支援を充実させるため、保護者が地域の教育・保育や子ど

も・子育て支援事業等を円滑に利用できるよう情報提供・助言等を行う利用者支援や、子

育ての相談や親子同士の交流ができる地域子育て支援拠点事業など18事業が、「地域子ど

も・子育て支援事業」として法的に位置づけられています。 

 

〇 地域子ども・子育て支援事業（法定事業） 

 事業名 事業の概要 

１ 
放課後児童クラブ 

（放課後児童健全育成事業） 

保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に

就学している児童に対し、授業の終了後に専用施

設、小学校の余裕教室等を利用して適切な遊び及

び生活の場を提供し、その健全な育成を図る事業 

２ 利用者支援事業 

こども及びその保護者等の身近な場所で、教育・

保育・保健その他の子育て支援の情報提供及び必

要に応じ相談・助言等を行うとともに、関係機関

との連絡調整等を実施する事業 

３ 地域子育て支援拠点事業 

乳幼児及びその保護者が相互の交流を行う場を提

供し、子育てについての相談、情報の提供、助言

その他の援助を行う事業 

４ 妊婦健康診査事業 

妊婦の健康の保持及び増進を図るため、妊婦に対

する健康診査として、①健康状態の把握、②検査

計測、③保健指導を実施するとともに、妊娠期間

中の適時に必要に応じた医学的検査を実施する事

業 

５ 
乳児家庭全戸訪問事業 

（こんにちは赤ちゃん事業） 

生後４か月までの乳児のいる全ての家庭を訪問

し、子育て支援に関する情報提供や養育環境等の

把握を行う事業 

６ 

養育支援訪問事業及び要保護児童

対策地域協議会その他の者による

要保護児童等に対する支援に資す

る事業 

養育支援が特に必要な家庭に対して、その居宅を

訪問し、養育に関する指導・助言等を行うことに

より、当該家庭の適切な養育の実施を確保する事

業及び要保護児童対策協議会（子どもを守る地域

ネットワーク）の機能強化を図るため、調整機関

職員やネットワーク構成員（関係機関）の専門性

強化と、ネットワーク機関間の連携強化を図る取

組を実施する事業 
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 事業名 事業の概要 

７ 子育て短期支援事業 

保護者の疾病等の理由により家庭においてこども

を養育することが一時的に困難となった場合に、

児童養護施設等において一定期間、養育・保護を

行う事業 

８ 

子育て援助活動支援事業 

（ファミリー・サポート・ 

センター事業） 

乳幼児や小学生等の児童を有する子育て中の保護

者を会員として、児童の預かり等の援助を受ける

ことを希望する者と当該援助を行うことを希望す

る者との相互援助活動に関する連絡、調整を行う

事業 

９ 一時預かり事業 

家庭において保育を受けることが一時的に困難と

なった乳幼児について、保育所、認定こども園等

で、一時的に預かり、必要な保護を行う事業 

10 延長保育事業 

保育認定を受けたこどもについて、通常の利用時

間以外の時間において、保育所、認定こども園等

で保育を実施する事業 

11 病児保育事業 

病児について、病院・保育所等に付設された専用

スペース等において、看護師等が一時的に保育等

する事業 

12 産後ケア事業 

母親の分娩施設退院後から一定の期間、病院等又

は自宅において、母親の身体的回復と心理的な安

定を促進するために、母子とその家族を支援する

事業 

13 子育て世帯訪問支援事業 

家事・子育て等に対して不安・負担を抱えた子育

て家庭、妊産婦、ヤングケアラー等がいる家庭の

居宅を訪問し、子育てに関する情報の提供や家事・

育児に関する援助等を行う事業 

14 児童育成支援拠点事業 

養育環境等に課題を抱える、家庭や学校に居場所

のない児童等に対して、児童の居場所となる場を

開設し、児童の状況に応じた支援を包括的に提供

する事業 

今後、支援を必要とする家庭の把握と実施に向け

た検討を進める。 

15 親子関係形成支援事業 

こどもとの関わり方や子育てに悩みや不安を抱え

ている保護者及びその児童に対し、講義やグルー

プワーク等を通じて、情報提供及び助言など、こ

どもの発達に応じた支援を行う事業 

今後、支援を必要とする家庭の把握と実施に向け

た検討を進める。 
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 事業名 事業の概要 

16 

乳児等通園支援事業 

（こども誰でも通園制度） 

 

全ての子育て家庭に対して、多様な働き方やライ

フスタイルにかかわらない支援を強化するため、

保護者の就労要件を問わず時間単位等で柔軟に、

保育所等を利用できる事業 

令和８年度からの給付制度化に向けて、国から示

される考え方に従って、受け入れ体制の整備に努

める。 

17 
実費徴収に係る補足給付を行う 

事業 

保護者の世帯所得の状況等を勘案して、認定こど

も園、幼稚園、保育所等に対して保護者が支払う

べき教材費や行事費及び給食費等を助成する。 

18 
多様な事業者の参入促進・能力 

活用事業 

新規参入事業者に対する相談・助言等巡回支援や、

健康面・発達面において特別な支援が必要なこど

もを認定こども園で受け入れるための職員の加配

を促進する。 

※子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業、実費徴収に係る補足給付を行う事業、多様な事業者の参入 

促進・能力活用事業については、量の見込み等を設定する対象外となっています。 
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（人） 

 

（１） 総合的な放課後こども対策の推進 

こどもの育ちと子育て支援を推進する総合的な計画として、第二期岡山市子ども・子育

て支援事業計画（令和２年度～令和６年度）及び新・放課後子ども総合プラン岡山市行動

計画（令和２年度～令和６年度）を策定し、こどもが豊かに育つ環境の整備を推進してき

ました。 

令和７年度以降も、全てのこどもが放課後や学校休業日を安全・安心に過ごし、多様な

体験・活動を行うことができる場所を確保するため、小学校において放課後児童クラブと

放課後子ども教室を連携して実施します。 

なお、本項は新・放課後子ども総合プラン岡山市行動計画を引き継ぐものとして位置づ

けます。 

 

① 放課後児童クラブの令和 11 年度に達成されるべき目標整備量と具体的な 

確保方策（区域：市内全域） 

計画年次 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

量
の
見
込
み
① 

１年生 2,891 2,798 2,855 2,812 2,633 

２年生 2,905 2,858 2,784 2,824 2,741 

３年生 2,619 2,701 2,716 2,678 2,778 

４年生 1,718 1,971 2,076 2,067 2,050 

５年生 1,019 1,092 1,329 1,450 1,532 

６年生 463 593 674 935 1,138 

合計 11,615 12,013 12,434 12,766 12,872 

確保方策② 11,431 12,383 12,434 12,766 12,872 

②－① ▲184 370 0 0 0 

  ※各年度翌年４月１日現在 

目標整備量と確保方策（児童クラブ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※必要に応じて見直しを行います。 

  

11,431 

12,383 12,434 
12,766 12,872 

11,615 

12,013 12,434 
12,766 12,872 

10,000

11,000

12,000

13,000

10,000

11,000

12,000

13,000

令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度

（人）（人）

確保方策 量の見込み
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【量の見込みの考え方】 

推計児童数（岡山市住民基本台帳人口等から算出）と利用希望割合（学年ごとの利用率

の増加状況や進級による逓減の割合の実績、アンケート結果に基づく利用希望割合等を

基に学区ごとに算出）から算出しました。 

 

令和６年申請割合 令和 12 年利用希望割合 

１年生 ２年生 ３年生 ４年生 ５年生 ６年生 １年生 ２年生 ３年生 ４年生 ５年生 ６年生 

52.7％ 47.2％ 38.2％ 24.7％ 11.4％ 6.1％ 62.4％ 59.3％ 57.7％ 42.4％ 30.1％ 21.2％ 

 

【具体的な確保方策】 

・ 専用施設の建設や既存施設の改修及び小学校の特別教室のタイムシェア等の施設

整備を推進し、受け皿を確保します。 

・ 民間事業者を積極的に活用することで受け皿を確保します。 

 

② 放課後子ども教室の実施計画 

計画年次 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

放課後 

子ども教室 

（累計） 

18 箇所 19 箇所 20 箇所 21 箇所 22 箇所 

（参考）令和６年４月１日現在の開設箇所数：17 箇所 

 

③ 連携型※１及び校内交流型※２の放課後児童クラブ及び放課後子ども教室の目標

事業量 

計画年次 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

連携型の 

目標事業量 

（累計） 

２箇所 ２箇所 ２箇所 ２箇所 ２箇所 

校内交流型の

目標事業量 

（累計） 

16 箇所 17 箇所 18 箇所 19 箇所 20 箇所 

合計 18 箇所 19 箇所 20 箇所 21 箇所 22 箇所 

 

※１ 連携型  ・・・放課後児童クラブと放課後子ども教室の少なくとも一方が小学校内等以外の場所に 

           あって、共働き家庭等のこどもを含めた全てのこどもが放課後子ども教室の活動プ 

ログラムに参加し、交流できるものをいいます。（令和６年度は２箇所で実施） 

※２ 校内交流型・・・放課後児童クラブと放課後子ども教室を、同一小学校内等の活動場所において実施 

しており、共働き家庭等のこどもを含めた全てのこどもが放課後子ども教室の活動プ 

ログラムに参加し、交流できるものをいいます。（令和６年度は 15 箇所で実施） 
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④ 連携型及び校内交流型の推進に関する具体的な方策 

ア 放課後子ども教室の開設の促進 

放課後児童クラブは全ての小学校区に開設していますが、放課後子ども教室は一部

の学区の開設となっています。引き続き、小学校や地域へ積極的に事業の周知を行

い、放課後子ども教室の実施箇所の増加に努めます。 

 

イ 放課後子ども教室の活動プログラムへの参加促進 

・ 連携型及び校内交流型の事業実施については、放課後児童クラブのこどもも含め、

全てのこどもが放課後子ども教室の同一の活動プログラムに参加できるようにする

必要があります。 

・ 共通プログラムの企画段階から、放課後児童クラブの支援員と放課後子ども教室の

コーディネーターが連携してプログラムの内容・実施日等を検討できるように、小

学校区ごとに定期的な打ち合わせの場を設けます。 

 

 

⑤ 放課後児童クラブ及び放課後子ども教室への学校施設活用に関する具体的な

方策 

放課後児童対策に係る学校施設活用の必要性や意義等について、教育委員会や小学

校と共有し、タイムシェア等の調整を連携して取り組みます。 

 

 

⑥ 放課後児童対策に係る岡山っ子育成局と教育委員会の具体的な連携方策 

配慮が必要なこどもや保護者への対応等、必要な情報交換や情報共有を行います。 

 

 

⑦ 特別な配慮を必要とするこどもや家庭への対応 

・ 専門的知識等を持つ支援員等の加配や協働活動サポーターの増員などの人員確保

に努めるとともに、資質向上のための研修等の実施に努めます。 

・ 必要に応じて、関係機関と情報共有し、相談支援など連携して対応します。 

 

 

⑧ 事業の質の向上に関する具体的な方策 

ア こどもの安全確保 

・ こどもの安全を確保するため、施設や設備を充実し、定期的に点検等を行います。 

・ 事業を実施する際には、こどもの安全面に十分配慮した人員配置や活動プログラ

ムに努めます。 
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イ 支援員等の資質向上 

・ こどもや保護者への適切な対応、こどもの発達段階に応じた主体的な遊びや生活を

可能とする育成支援など、支援員等の資質向上のための研修の実施に努めます。 

 

ウ 放課後児童クラブの開所日数の増加や開所時間の延長に係る取組 

・ 地域の実情に応じ、毎週土曜日の開所や長期休業期間中の開所時間の延長を目指し

ます。 

 

 

⑨ 放課後児童クラブにおける保護者との連携に関する方策 

放課後児童クラブにおけるこどもの様子を保護者に伝え、日常的な情報交換を行う

ことを通じて、こどもを見守る視点を保護者と放課後児童クラブとで補い合います。 

 

 

⑩ 放課後児童クラブにおける地域との連携に関する方策 

放課後児童クラブに通うこどもの生活について、地域の協力が得られるよう、地域

連絡会議等の場を通じて、町内会長や民生委員・児童委員等の地域組織やこどもに関

わる関係機関等と情報交換や情報共有、相互交流を図ります。 
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（２）－① 利用者支援事業（特定型） 

事業名 利用者支援事業（特定型） 担当課 
岡山っ子育成局 
就園管理課 

事業概要 

待機児童の解消を継続するため、主として保育に関する施設や事業を円滑に利用できる

よう利用者の個別ニーズを把握し、それに基づいて情報の集約・提供、相談、利用支援等

を行います。 

内容・実績 

【対象者】 就学前教育・保育施設の利用を希望する保護者 

【実施内容】 

本庁（就園管理課）及び市内６福祉事務所に保育利用者支援員（保育コンシェルジュ）

を配置し、就学前教育・保育施設の利用に関する相談及び申請受付や施設情報の提供を

実施。 

【保育利用者支援員配置人数及び窓口等対応件数】 

年 度 窓口等対応件数(件) 
支援員配置数(人) 

※各年４月１日 

令和３年度実績 16,579 10 

令和４年度実績 17,809 10 

令和５年度実績 17,047 10 
 

区域 市内全域 

量の見込み 

【保育利用者支援員による窓口等対応件数】 

（件） 

計画年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度 

量の見込み 

① 
17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 

確保方策 

② 
17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 

②―① 0 0 0 0 0 
 

量の見込み 
の考え方 

待機児童の解消を維持するため、引き続き保育利用者支援員による相談対応・情報提供

等の支援が必要です。令和７年度以降の保育利用者支援員による窓口等対応件数見込み量

は、令和３年度から令和５年度の過去３年間の窓口等対応件数の実績と保育の量の見込み

を踏まえ、見込んでいます。 

提供体制の 
確保について 

本庁（就園管理課）及び市内６福祉事務所に保育利用者支援員を配置し、支援体制の充

実を図ります。 
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（２）－② 利用者支援事業（こども家庭センター型） 

事業名 利用者支援事業（こども家庭センター型） 担当課 
保健福祉局 

健康づくり課 

事業概要 

平成28年９月から、当時の「子育て世代包括支援センター（母子保健型）」の機能として

設置（市内６か所に産前産後相談ステーションとして設置）。児童福祉法および母子保健

法の一部改正に伴い、令和７年度よりこども家庭センターの母子保健事業を実施する機関

として設置し、親子手帳（母子健康手帳）の交付や相談を通じ、妊娠期から子育て期への

切れ目ない支援を行います。 

内容・実績 

【対象者】 

妊娠期から概ね１年未満の産婦と乳児、その家族 

【実施内容】 

安心して出産・育児を迎えられるよう、助産師等の専門職が親子手帳交付時の面接や、

妊娠・出産・育児についての相談に応じる。 

【利用者数】 

（令和３年度実績）妊娠届：5,613件 

（令和４年度実績）妊娠届：5,377件 

（令和５年度実績）妊娠届：5,034件 

区域 市内全域 

量の見込み 

【妊娠届出数】 

（件） 

計画年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度 

量の見込み 

① 
4,966 4,894 4,822 4,751 4,681 

確保方策 

② 
4,966 4,894 4,822 4,751 4,681 

②―① 0 0 0 0 0 
 

量の見込み 
の考え方 出生見込み数※に、妊娠届出/出産数の比率を掛けて、妊娠届出数を見込んでいます。 

提供体制の 
確保について 

妊娠届出時および出産から子育て期にかけて、専門職による相談・面接の向上に努め、

支援体制の充実を図ります。 

※岡山市における 15～49 歳の女性の年齢５歳階級別出生率及び令和元年～令和５年の各年３月 31 日時点の女性人口

（住民基本台帳人口:15～49 歳の５歳階級別）を基に推計しました。 
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（２）－③ 利用者支援事業（妊婦等包括相談支援事業型） 

事業名 利用者支援事業（妊婦等包括相談支援事業型） 担当課 
保健福祉局 

健康づくり課 

事業概要 
妊婦・その配偶者等に対して、面談等の実施により、必要な情報提供や相談に応じると

ともに、ニーズに応じて必要な支援につなげる伴走型相談支援を行う。 

内容・実績 

【対象者】  

妊産婦及びその配偶者等 

【実施内容】 

妊娠期から出産・子育てまで継続的な支援を行うため、面談等での情報発信や伴走型

の相談支援を行う。 

【実績】 

  令和５年度から事業開始 

（令和５年度実績）面談者数（延数）：15,467人（遡及対象者含） 

区域 市内全域 

量の見込み 

【利用者延べ人員】 

（人） 

計画年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度 

量の見込み 

① 
10,200 10,200 10,200 10,200 10,200 

確保方策 

② 
10,200 10,200 10,200 10,200 10,200 

②―① 0 0 0 0 0 
 

量の見込み 
の考え方 過去の妊娠届出数をもとに年間の面談者数を算出し量の見込みとしています。 

提供体制の 
確保について 

妊娠期からの切れ目ない伴走型相談支援体制の充実を図るため、専門職（助産師、保健

師）が妊娠届出時や出生届出後の面談、妊娠８か月ころのアンケート等を行い、継続的な

情報発信とともに支援が必要な母子を早期に把握し、継続した支援を行います。 
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（３） 地域子育て支援拠点事業 

事業名 地域子育て支援拠点事業 担当課 
岡山っ子育成局 

地域子育て支援課 

事業概要 

子育て家庭の孤立を防ぎ、家庭保育の支援・充実に資するため、未就園児親子の交流の

場を開設し、親子同士の交流の促進、相談支援、子育てに関する情報提供や講座を行いま

す。 

内容・実績 

【対象者】 おおむね０～２歳の乳幼児とその保護者 

※未就学児の利用を妨げるものではない。 

【実施内容】・子育て親子の交流の場の提供と交流の促進 

・子育て等に関する相談、援助の実施 

・地域の子育て関連情報の提供 

・子育て及び子育て支援に関する講習等の実施 

【実施か所】・公立保育園、認定こども園内での実施   ３か所 

・私立保育園、認定こども園内での実施   17か所 

・児童館内での実施                    22か所 

【０～２歳児利用延べ人数】 

（令和３年度実績）38,786人 

（令和４年度実績）59,535人 

（令和５年度実績）69,501人 

区域 市内全域 

量の見込み 

【０～２歳児の利用延べ人数】 

（人） 

計画年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度 

量の見込み 

① 
82,458 77,929 75,442 72,400 69,560 

確保方策 

② 
82,458 77,929 75,442 72,400 69,560 

②―① 0 0 0 0 0 
 

量の見込み 
の考え方 ０～２歳人口や就園状況、アンケート調査を基に算出しています。 

提供体制の 
確保について 

事業の周知や充実に努め、乳幼児親子がより利用しやすい施設を目指すとともに、利用

ニーズに対応できるよう適切な提供体制を確保していきます。 
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（４） 妊婦健康診査事業 

事業名 妊婦健康診査事業 担当課 
保健福祉局 

健康づくり課 

事業概要 

妊産婦の健康診査の徹底を図り、疾病等を早期に発見し、適切な指導を行うことを目的

に、妊娠届を提出した妊婦および産婦が利用可能な受診票を交付し、健康診査を実施しま

す。 

内容・実績 

【対象者】  

妊婦 

【実施内容】 

妊婦一般健康診査14回、妊婦超音波検査４回、妊婦血液検査２回 

妊婦クラミジア抗原検査１回 

Ｂ群溶血性レンサ球菌検査１回 

【受診券発行者数】 

（令和３年度実績）5,613人 

（令和４年度実績）5,377人 

（令和５年度実績）5,034人 

区域 市内全域 

量の見込み 

【妊娠届出数】 

（人） 

計画年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度 

量の見込み 

① 
4,966 4,894 4,822 4,751 4,681 

確保方策 

② 
4,966 4,894 4,822 4,751 4,681 

②―① 0 0 0 0 0 
 

量の見込み 
の考え方 出生見込み数※に、妊娠届出/出産数の比率を掛けて、妊娠届出数を見込んでいます。 

提供体制の 
確保について 

妊娠届出者に対し住民基本台帳を確認の上、受診票つづりを交付しており、受診率の向

上に向けた取組を実施します。 

※岡山市における 15～49 歳の女性の年齢５歳階級別出生率及び令和元年～令和５年の各年３月 31 日時点の女性人口

（住民基本台帳人口:15～49 歳の５歳階級別）を基に推計しました。 
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（５） 乳児家庭全戸訪問事業 

事業名 乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業） 担当課 
保健福祉局 

健康づくり課 

事業概要 

生後４か月までの乳児がいる全戸家庭を訪問し、様々な不安や悩みを聞き、子育てに関

する情報提供を行うとともに、親子の心身の状況や養育環境等の把握や助言を行い、支援

が必要な家庭に対しては適切なサービス提供に結びつけます。 

また地域の愛育委員の訪問ボランティアが訪問することで、地域とのつながりを持ち、

親の孤立を防止するとともに、地域全体で親を支援する体制を構築します。 

内容・実績 

【対象者】 生後４か月までの乳児のいる家庭 

【実施内容】 

子育て支援情報提供  親子の心身状況・養育環境の把握 

ブックスタートの絵本や子育て情報資料の配付 

【訪問数】 

（令和３年度実績）5,353人 

（令和４年度実績）5,105人 

（令和５年度実績）4,904人 

区域 市内全域 

量の見込み 

【家庭訪問数】 

（人） 

計画年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度 

量の見込み 

① 
4,745 4,676 4,607 4,539 4,473 

確保方策 

② 
4,745 4,676 4,607 4,539 4,473 

②―① 0 0 0 0 0 
 

量の見込み 
の考え方 出生見込み数※を量の見込みとしています。 

提供体制の 
確保について 

愛育委員協議会に事業委託し、全戸訪問に可能な訪問ボランティアの確保を行います。 

各保健センターの職員と訪問ボランティアと連携しながら、支援が必要な家庭の把握と

支援に努めます。 

※岡山市における 15～49 歳の女性の年齢５歳階級別出生率及び令和元年～令和５年の各年３月 31 日時点の女性人口

（住民基本台帳人口:15～49 歳の５歳階級別）を基に推計しました。 
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（６） 養育支援訪問事業 

事業名 養育支援訪問事業 担当課 
保健福祉局 

健康づくり課 

事業概要 

出産後間もない時期や様々な原因で養育が困難になっている家庭に対して、具体的な育

児に関する技術指導や養育者の精神的サポートを行うことにより、養育上の諸問題の解決

や軽減を図るとともに、当該家庭において安定した養育が可能となるよう支援することで

児童虐待を未然に防止します。 

また、要保護児童の早期発見や保護のため、関係機関相互の連携の強化を図ります。 

内容・実績 

【対象者】 養育困難世帯 

【実施内容】定期的な訪問による養育支援 

・育児相談 ・発達支援 ・養育者の相談や健康に関する支援 

【実績】 

（令和３年度実績）訪問実人員：24人  延訪問数 248人 

（令和４年度実績）訪問実人員：21人  延訪問数 224人 

（令和５年度実績）訪問実人員：16人  延訪問数 336人 

区域 市内全域 

量の見込み 

【訪問延べ人員】 

（人） 

計画年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度 

量の見込み 

① 
500 500 500 500 500 

確保方策 

② 
500 500 500 500 500 

②―① 0 0 0 0 0 
 

量の見込み 
の考え方 過去の訪問実績から年間の訪問回数を算出し、量の見込みとしています。 

提供体制の 
確保について 

妊娠期からの切れ目ない伴走型相談支援体制の充実を図り、妊娠届出時の面談、助産制

度利用者や医療機関からの連絡により、支援が必要な家庭を早期に把握し、保健師、助産

師等で定期的に訪問を実施します。 

 

  



     

128 

 
 

 
 

第
２
部 

 
 

 

第
３
章 

 
 

 

（７）子育て短期支援事業 

事業名 子育て短期支援事業 担当課 
岡山っ子育成局 
こども福祉課 

事業概要 
保護者の疾病等の理由により家庭においてこどもを養育することが一時的に困難となっ

た場合に、児童養護施設等において一定期間、養育・保護を行います。 

内容・実績 

【対象者】 

一時的に養育困難となった家庭の児童 

 

【実施内容】 

２歳未満 乳児院 １施設 

２歳以上 児童養護施設 ５施設 

 

【実績】 

（令和３年度実績）実利用人数：21人 利用延日数：79日 

（令和４年度実績）実利用人数：26人 利用延日数：97日 

（令和５年度実績）実利用人数：26人 利用延日数：171日 

区域 市内全域 

量の見込み 

【利用延べ日数】 

（日） 

計画年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度 

量の見込み 

① 
731 715 700 684 668 

確保方策 

② 
731 715 700 684 668 

②―① 0 0 0 0 0 
 

量の見込み 
の考え方 

令和２年度から令和５年度はコロナ禍の影響が大きかったことから、平成29年度から平

成31年度の３年間の実績をもとに利用率および１人当たりの平均利用日数を算出し、推計

児童数に乗じた値を量の見込みとしています。 

提供体制の 
確保について 今後、実際の利用状況や利用ニーズを踏まえ、提供体制を確保していきます。 
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（８）子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター事業） 

事業名 ファミリー・サポート・センター事業 担当課 
岡山っ子育成局 

地域子育て支援課 

事業概要 

会員の相互援助により、子育て支援の地域ネットワークづくりを進め、仕事と育児を両

立し、安心して働くことができる環境づくりを目指して、育児の支援をしてほしい方（依

頼会員）と応援したい方(提供会員)を対象に、ファミリー・サポート・センターのアドバ

イザーが、依頼会員の要望を受け、提供会員を紹介します。 

内容・実績 

【対象者】 

依頼会員：一時的に子ども(おおむね生後３か月～小学生)を預けたい保護者等 

提供会員：心身ともに健康で、保育に熱意を持ち社会参加をしてみたいと思っている 

   方（資格・経験は不問） 

【実施内容】 

・依頼会員と提供会員とのマッチング及び連絡・調整 

・会員の募集、登録等の会員組織に係る業務 

・活動に必要となる知識を付与する研修の開催 

・関係機関との連絡調整、広報活動等 

【利用者】 

（令和３年度実績）会員数  2,663人（依頼2,242人、提供362人、両方59人） 

活動件数…6,944件 

（令和４年度実績）会員数  2,563人（依頼2,139人、提供352人、両方72人） 

活動件数…7,413件 

（令和５年度実績）会員数  2,634人（依頼2,190人、提供361人、両方83人） 

活動件数…7,212件 

区域 市内全域 

量の見込み 

【利用件数】 

（件） 

計画年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度 

量の見込み 

① 
7,296 7,088 6,882 6,680 6,513 

確保方策 

② 
7,296 7,088 6,882 6,680 6,513 

②―① 0 0 0 0 0 
 

量の見込み 
の考え方 

アンケート調査を基に不定期に子どもを預ける先として、ファミリー・サポート・セン

ター事業を利用しているもしくは利用を希望する割合により算出しています。 

提供体制の 
確保について 

依頼会員の幅広いニーズに対応できるよう提供会員の確保のための説明会等を行い、提

供体制を確保していきます。 
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（９）一時預かり事業 

事業名 一時預かり事業 担当課 
岡山っ子育成局 

保育・幼児教育課 

幼保運営課 

事業概要 
家庭において保育を受けることが一時的に困難になった乳幼児について、保育所・幼稚

園・認定こども園等で一時的に預かり、必要な保護を行います。 

内容・実績 

【対象者】 

一時的に家庭保育が困難になった乳幼児 

【実施内容】 

一般型  50施設（令和６年４月現在） 

幼稚園型 79施設（令和６年４月現在） 

【利用者数】 

（人） 

年 度 一般型 幼稚園型 合計 

令和３年度実績 20,191 95,021 115,212 

令和４年度実績 19,767 97,960 117,727 

令和５年度実績 17,224 109,564 126,788 

※年間延べ⼈数 
区域 市内全域 

量の見込み 

【利用延べ人数】 

（人） 

計画年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度 

量の 

見込み 

一般型 17,273 16,850 16,413 16,036 15,878 

幼稚園型 312,727 300,251 289,592 280,364 278,159 

合計 ① 330,000 317,101 306,005 296,400 294,037 

確保 

方策 

一般型 17,273 16,850 16,413 16,036 15,878 

幼稚園型 312,727 300,251 289,592 280,364 278,159 

合計 ② 330,000 317,101 306,005 296,400 294,037 

②―① 0 0 0 0 0 
 

量の見込み 
の考え方 

年齢別推計児童数に、アンケート調査により把握した利用意向率と利用意向日数を乗じ

て算出しています。 

提供体制の 
確保について 今後予測される量の見込みに対し、提供体制を確保していきます。 
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（10）延長保育事業 

事業名 延長保育事業 担当課 
岡山っ子育成局 

保育・幼児教育課 

幼保運営課 

事業概要 
保育所や認定こども園等において、２・３号認定子どもに対し、通常の利用時間帯以外

の時間に開所時間を延長し、保育を行います。 

内容・実績 

【対象者】 

保護者の勤務時間、通勤時間等を考慮し、やむを得ない事情により保育時間を延長す

る必要があると認められる児童 

【実施内容】 

170施設 （令和６年４月現在） 

【利用者数】 

（令和３年度実績）6,160人 ※実利用人数 

（令和４年度実績）5,828人 ※実利用人数 

（令和５年度実績）5,774人 ※実利用人数 

区域 市内全域 

量の見込み 

【実利用人数】 

（人） 

計画年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度 

量の見込み 

① 
9,683 9,446 9,201 8,990 8,901 

確保方策 

② 
9,683 9,446 9,201 8,990 8,901 

②―① 0 0 0 0 0 
 

量の見込み 
の考え方 

年齢別推計児童数に、アンケート調査により把握した利用意向率を乗じて算出していま

す。 

提供体制の 
確保について 保育所や認定こども園等において延長保育事業を引き続き実施します。 
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（11）病児保育事業 

事業名 病児保育事業 担当課 
岡山っ子育成局 

保育・幼児教育課 

事業概要 
保護者が就労している場合等であって、子どもが病気の際に自宅での保育が困難な場合

に、病気の児童を一時的に保育します。 

内容・実績 

【対象者】 

当面症状の急変は認められないが、病気の回復期に至っていない、もしくは病気の回

復期であり、集団保育が困難な児童のうち、小学６年生までの児童 

【実施内容】 

市内８施設 （令和６年４月現在） 

【利用者数】 

（令和３年度実績）年間 3,772人 ※延べ人数 

（令和４年度実績）年間 3,704人 ※延べ人数 

（令和５年度実績）年間 7,032人 ※延べ人数 

区域 市内全域 

量の見込み 

【利用延べ人数】 

（人） 

計画年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度 

量の見込み 

① 
10,426 10,170 9,907 9,679 9,583 

確保方策 

② 
12,830 12,830 12,830 12,830 12,830 

②―① 2,404 2,660 2,923 3,151 3,247 
 

量の見込み 
の考え方 

年齢別推計児童数に、アンケート調査により把握した利用意向率と利用意向日数を乗じ

て算出しています。 

提供体制の 
確保について 

量の見込みは、潜在ニーズを含んではいるが、病児保育の利用意向は依然として高いこ

とから、今後、実際の利用状況や利用ニーズを踏まえ、提供体制を確保していきます。 
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（12）産後ケア事業 

事業名 産後ケア事業 担当課 
保健福祉局 

健康づくり課 

事業概要 

出産後の母子に対して、母親の身体的回復と心理的な安定を促進するとともに、母親自

身がセルフケア能力を育み母子の愛着形成を促すことや育児のサポート等を行い、母子と

その家族が、健やかな育児ができるよう支援します。 

内容・実績 

【対象者】 

産後１年未満の母親と乳児であって、産後ケアを希望する者 

【実施内容】 

産科医療機関等に宿泊入所しケアの提供を受ける宿泊産後ケア、日帰り入所しケアの

提供を受ける日帰り産後ケア、自宅等への訪問によりケアの提供を受ける訪問産後ケア 

【実績】 

（令和３年度実績）申請者数（延数）：142人 

（令和４年度実績）申請者数（延数）：185人 

（令和５年度実績）申請者数（延数）：862人 

区域 市内全域 

量の見込み 

【利用者延べ人日】 

（人日） 

計画年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度 

量の見込み 

① 
4,950 5,300 5,650 6,000 6,350 

確保方策 

② 
4,950 5,300 5,650 6,000 6,350 

②―① 0 0 0 0 0 
 

量の見込み 
の考え方 

過去の利用者数と産後ケア委託施設数を鑑み、年間の実利用者数と平均利用日数の積を

算出し、量の見込みとしています。 

提供体制の 
確保について 

妊娠期からの切れ目ない伴走型相談支援体制の充実を図り、産科医療機関や助産所等か

らの連絡や連携により、支援が必要な母子を早期に把握し、母子の状況に応じた産後ケア

の紹介と利用を促します。また、産後ケア利用後に継続支援が必要なケースは助産師・保

健師が支援を行います。 
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（13）子育て世帯訪問支援事業 

事業名 子育て世帯訪問支援事業 担当課 
岡山っ子育成局 
こども福祉課 

事業概要 

家事・子育て等に対して不安・負担を抱えた子育て家庭、妊産婦、ヤングケアラー等が

いる家庭の居宅を訪問し、子育てに関する情報の提供や家事・育児に関する援助等を行い

ます。 

内容・実績 

【対象者】 

食事、生活環境等について、不適切な養育状態にある家庭等、保護者の養育を支援す

ることが必要と認められる家庭 

【実施内容】 

訪問支援ヘルパーが家庭を訪問し、家事・育児支援や未就学児の通園の送迎 

【実績】 

令和５年度から事業開始 

（令和５年度実績）  実利用人数：７人  訪問回数：178回 

区域 市内全域 

量の見込み 

【利用回数】 

（回） 

計画年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度 

量の見込み 

① 
235 230 225 220 215 

確保方策 

② 
235 230 225 220 215 

②―① 0 0 0 0 0 
 

量の見込み 
の考え方 

国の算出方法を参考に、令和５年度実績と令和６年度見込みから利用者数と１人当たり

の平均利用回数を算出し、推計児童数に乗じた値を量の見込みとしています。 

提供体制の 
確保について 今後の実際の利用状況や利用ニーズを踏まえ、提供体制を確保していきます。 

 


